
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Maruto Sangyo Co., Ltd.

最終更新日：2019年5月31日
丸東産業株式会社
代表取締役社長　尾﨑　太郎

問合せ先：取締役総務本部長　酒井　昭二　TEL:0942-73-3845

証券コード：7894

http://www.marutosangyo.co.jp

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営の透明性、公正性、迅速な意思決定の維持向上とコンプライアンス遵守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上

の重要課題であると認識しております。

また、ステークホルダーの利益を安定的に維持するため、健全かつ効率的な経営を図り、経営の意思決定と業務執行が適切に行われるような、

コーポレート・ガバナンス体制及び企業倫理の構築を確立すべきであると考えており、ステークホルダーの皆様に対し経営の透明性を一層高め、

公正な経営を実現することを目指しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は基本原則すべてを実施いたしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

久光製薬株式会社 631,450 39.78

凸版印刷株式会社 300,000 18.90

日本ポリエチレン株式会社 82,400 5.19

丸東産業従業員持株会 44,565 2.81

株式会社佐賀銀行 30,000 1.89

株式会社西日本シティ銀行 27,200 1.71

株式会社福岡銀行 25,020 1.58

株式会社みずほ銀行 24,275 1.53

原口雅行 18,800 1.18

原口耕一 17,900 1.13

支配株主（親会社を除く）の有無
久光製薬株式会社

凸版印刷株式会社

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 福岡 既存市場

決算期 2 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社と支配株主との間の取引については、一般と同様な取引条件を基本としており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応いたしており

ます。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、久光製薬株式会社の社員が代表取締役社長に就任しております。また、同社の取締役１名が監査役に就任し、同社の元取締役１名及

び社員１名が取締役に就任しております。

当社は、凸版印刷株式会社の執行役員が監査役に就任しております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 12 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

山本　俊男 税理士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

山本　俊男 ○ ―――

大蔵事務官任官、福岡税務署長を歴任。

退職後、税理士として財務に精通し企業経営を
統治する十分な見識を有していることから、当
社の取締役となっていただきました。

経営者との血縁関係もなく、当社の取引先との
関係もありません。従って一般株主と利益相反
が生じるおそれがないものと判断し、独立役員
と指定いたしております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】



監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は会計監査人と連携し、随時情報の交換を行うことで、監査の実効性の向上を図っております。

また、内部監査室と連携しコンプライアンス体制、法令ならびに定款上の問題を調査するとともに、定期または随時に当社及びグループ各社に対

する調査を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

深田　克彦 他の会社の出身者 ○

田中　雅人 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

深田　克彦 　

凸版印刷株式会社

執行役員

西日本事業本部　九州事業本部長

長年にわたり印刷業界に携わっており、その間
特に営業部門では、部長、本部長、執行役員
事業部長の要職を歴任し、事業部門を牽引し
てきた実績と経営全般及び経営管理・運営に
関する豊富な見識を有することから適切な人材
と判断した為。

田中　雅人 　
日本ポリエチレン株式会社

執行役員企画管理部長

当社社外監査役として相応しい人格、見識及
び経歴を兼ね備え、かつ原料メーカーとしての
専門知識の観点から最適な人材と判断した為

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項



―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社を取巻く環境は依然として厳しく、経営の安定化を最優先と考え実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が１億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会等の重要な会議に出席するなど、公正かつ健全性を確保する体制となっております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制として、監査役会設置会社の形態を取っており、取締役の職務の執行について、社外監査役(２名)を含

む監査役それぞれによる適切な監査を受けることで、経営の透明性・公正性を確保しております。

　当社の取締役会は取締役７名で構成されており、当社グループの会社経営における業務執行の意思決定と決定事項に関する進捗の見直しを

行い、定時開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

　当社は経営の基本方針及び経営に関する重要事項について審議するとともに、各本部からの経営情報の報告機関として、各本部長を含めた
「経営諮問会議」を設置しており、急激な経営環境の変化に迅速に対応できるよう経営管理の充実に努めております。また、月２回の定時開催の
ほか必要ある毎に随時開催しております。

当社の監査役は４名からなっており、うち２名を社外より選任しており、社外監査役として客観的立場で取締役の業務執行について監視する体制

をとっております。

　監査役会は、３ヶ月に１回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。

また、監査役は取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査するほか、常勤監査役は営業の状況及び管理体制等の状況についても監査

しております。

　当社は、業務執行でない取締役及び監査役と責任限定契約を締結しており、その内容は、業務執行でない取締役及び監査役がその任務を怠っ
たことにより当社に損害を与えた場合、その職務を行うにあたり善意でかつ重要な過失がない時は、法令が定める最低責任限度額を限度として
賠償責任を負うものであります。

　弁護士事務所と顧問契約を締結しており、法律上の判断を要する場合には必要に応じて適切な指導を受けており、また、有限責任 あずさ監査

法人と監査契約を結び会計監査を受けております。

当該事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

　取締役に支払った報酬　８２百万円

　監査役に支払った報酬　　５百万円

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は経営環境への迅速な対応、経営の透明性の向上等を達成するため、上記のような企業統治の体制を採用しております。当該体制は、経

営の監視機能として十分機能しており、当社のガバナンス上最適であると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定 毎年５月下旬の集中日を回避した日程を設定しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
会社ホームページ(http://www.marutosangyo.co.jp/)において、決算短信・会

社情報などを掲載しております。

その他
福岡証券取引所において、決算発表のほか適時開示規則に基づき開示する

ほか、福岡証券取引所単独上場会社IR情報誌に掲載しています。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

その他

金融商品取引法関連法規及び福岡証券取引所の規則の定めに従い、適時適切な情報の
開示を行っています。

女性管理職・登用促進に向けた取り組み

当社は現在女性管理職がおりません。

よって、下記目標を掲げ女性の登用に関する取り組みを行っております。

１.女性の管理職（課長級以上）を現在のゼロから２名以上にする。

２.採用者に占める女性比率を現在の28％から35％以上にする。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な
ものとして法務省令で定める体制の整備」を定め、会社の業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その

他環境の変化に柔軟に対応し、適切に改善・充実を図ってまいります。

法令・定款の遵守については、コンプライアンス推進室が統括し体制の構築・維持・整備にあたっております。

また、監査役は重要な意思決定の過程や業務の執行状況の把握のため、取締役会のほか重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるととも

に、重要な文書の閲覧をするなど、経営に対する監視の強化に努めております。

　また、内部統制については平成１８年５月２４日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針を決定しました。

監査役及び内部監査室は、連携しグループ共通のコンプライアンス体制等、法令ならびに定款に関する適合性確保の観点から、当社及びグル

ープ各社の監査を実施していきます。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「コンプライアンス規定」及び「丸東企業憲章」において、市民秩序または安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、断固として対

決することを掲げ関係を排除することに努めております。

当社は、反社会的勢力からの不当行為等の発生に対し、総務本部を対応統括部署として、関係部門と協議するとともに、警察、顧問弁護士と連

携して対処することとしております。また、反社会的勢力排除に向けての具体的な取組みとしては、福岡県企業防衛対策協議会や暴力追放大会

に出席し、外部の専門機関と連携し情報の収集と反社会的勢力の排除・予防に取組んでおります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

当社は、決定事実・決算情報・発生事実及びその他の会社情報につきましては、各種の事案を主管するそれぞれの部門から、総務本部へ報告さ

れます。総務本部へ報告された情報は、情報取扱責任者を中心に開示の要否・内容について検討し、開示が必要な場合には、取締役会において

決議した後、迅速に情報開示、公表を行っております。

社外の専門家との連携につきましては、開示内容により、会計監査人及び顧問弁護士による監査及び助言を受け、正確かつ公平な会社情報を

開示できるよう図っております。

また、緊急を要する場合等につきましては、情報取扱責任者が経営諮問会議及び代表取締役社長の承認を得た後に、総務本部から開示・公

表をすることとしております。

開示の教育におきましては、適時、取引所が開催するセミナー等に参加し、その内容を関係者に周知しております。
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